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研究成果の概要（和文）：　2011年ユネスコ勧告によると「歴史的都市景観」は計画対象ではなく、計画手法で
あり、合意形成や価値づけの手続きと並行した手続きである。また、「歴史的都市景観」を認識するプロセスを
都市計画立案のプロセスの中にあらかじめ組み込むことにより、「歴史的都市景観」を計画の中に位置づけるこ
とができる。
　具体的な方法としては、歴史文化基本構想の中に「歴史的都市景観」を明確に位置付けること、歴史的風致維
持向上計画のなかで重点区域として位置づける際に、「歴史的都市景観」の視点からも評価を加えることが必要
である。

研究成果の概要（英文）：According to the UNESCO Recommendation(2011), Historic Urban Landscape (HUL)
 is not a component of cultural heritages, but one of planning approaches.  HUL, therefore, can 
become a important part of urban planning by incorporating HUL evaluation mechanisms into planning 
process.
HUL should be considered one of major parts in the Historical and Cultural Masterplan and also plays
 a crucial role for evaluating local heritage in the Plan for the Maintenance and Improvement of 
Historic Landscape.

研究分野： 都市計画と都市景観計画、都市保全計画の融合分野

キーワード： 歴史的都市景観　景観法　歴史まちづくり法　ユネスコ　都市景観
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（1） 筆者らの研究グループは、景観法と
歴史まちづくり法の計画立案の際に両者を
統合すべき計画論の構築に向けこれまで検
討を進めてきた。これに一定の目処をつけた
ところに、2011 年 11 月のユネスコ総会にお
いて「歴史的都市景観に関する勧告」が採択
されることが確実となってきた、というのが
研究開始当初の状況であった。 
 
（2） ユネスコによる都市計画関連の勧告
は 1976 年の歴史地区の保護と今日的役割に
関する勧告以来のものであり、ユネスコ加盟
各国に法的整備を求めるという意味でその
影響は甚大である。 
 
（3） ここでいう「歴史的都市景観」とは、
歴史的なスカイラインや眺望景観などを含
む概念で、ユネスコの勧告案文において詳細
に定義されている。日本の歴史的環境保護法
制においてはこうした規制の考え方は存在
しないため、新たな対応が求められることに
なってきた。 
 
２．研究の目的 
（1） 研究の目的はふたつある。第一に、
国際社会の中で「歴史的都市景観」保全に向
けた動きを明らかにして、そこにおいて論じ
られる「歴史的都市空間」の内実を明らかに
すること。また、諸外国において、この問題
に対してどのような対処をしようとしてい
るのかを明らかにすることである。 
 
（2） 第二に、日本において「歴史的都市
景観」に関連する法制度をすべて取りあげ、
どのような制度を導入すれば、新たに「歴史
的都市景観」をコントロールする法制度を組
み立てることができるかを明らかにするこ
とである。そのためには、国内法がない現時
点においても「歴史的都市景観」およびそれ
に類似した視点で規制を加えようとしてい
る自治体の先駆的条例等の分析を行う必要
がある。 
 
３．研究の方法 
（1） 本研究は３つの研究部門から成って
いる。すなわち、①「歴史的都市景観」の思
想を明らかにする国際的視点での研究、②
「歴史的都市景観」の法的規制に関する研究、
そして③「歴史的都市景観」の日本の法制度
への導入方法に関する研究である。いずれの
テーマについても、理論の構築とケース・ス
タディを補完させ合いながら研究を進める
こととなる。 
 
（2） ①「歴史的都市景観」の思想を明ら
かにする国際的視点での研究は、さらに「歴
史的都市景観」の概念の生成の歴史に関する
研究、「歴史的都市景観」に関する国際的議
論の展開に関する研究、ユネスコ勧告の成立

までの詳細な経緯に関する研究、ユネスコ勧
告成立後の、各国における受容に関する研究
の４つの研究テーマから成っている。主とし
て各種国際会議やユネスコの場で議論され
てきた「歴史的都市景観」に関する考え方の
全体像を明らかにし、どのように議論が集約
され、定義が固められていったかの過程を明
らかにすることに主眼が置かれた。 
②「歴史的都市景観」の法的規制に関する

研究は、諸外国における「歴史的都市景観」
規制に関連した法規制に関する研究と「歴史
的都市景観」の規制に関する法理論に関する
研究の２つの研究テーマから成っている。 
③「歴史的都市景観」の日本の法制度への

導入方法に関する研究は、先進自治体による
「歴史的都市景観」規制の関連法規に関する
研究、現行法制下における「歴史的都市景観」
規制導入の可能性およびその方法に関する
研究、および地方自治体における行政計画の
中に「歴史的都市景観」の視点を導入するた
めの計画論的研究の３つの研究テーマから
成っている。 
 
４．研究成果 
（1） ①「歴史的都市景観」の思想を明ら
かにする国際的視点での研究においては、 
景観を文化的資産と考える思考法の生成の
歴史を明らかにし、その中に「歴史的都市景
観」の思想を位置づけることを行った。先行
する「文化的景観」がひとつの文化遺産のカ
テゴリーと位置付けられたのに対して、ユネ
スコ勧告によると「歴史的都市景観」は都市
に対するアプローチのあり方であると定義
されたことによって、「歴史的都市景観」は
計画対象ではなく、計画手法であるというこ
とになり、合意形成や価値づけの手続きと並
行した手続きであるとされた点が従来の文
化遺産の議論とはおおきく異なっている点
が明らかにされた。 
また、「歴史的都市景観」を認識するプロ

セスは都市空間の価値を理解し、都市の構造
を読解する手順でもあるので、こうした手順
を都市計画立案のプロセスの中にあらかじ
め組み込むことによって、「歴史的都市景観」
の視点を持った計画立案を確実なものとす
ることができることを提言している。 
 
（2） ②「歴史的都市景観」の法的規制に
関する研究のうち、諸外国での法的規制の実
態研究に関しては、ニューヨーク、マルセイ
ユ、ロンドン、シュツットガルト、フローニ
ンゲン、バルセロナの調査を行い、各都市に
おけるアプローチの相違が明確に表される
こととなった。具体的には、人口増が見込め
ない都市の定常化の段階にある都市おいて
は、共通の都市像を共有するための施策とし
て「歴史的都市景観」が有効であること、都
市再生の施策の一環として「歴史的都市景
観」を手掛かりとして合意形成を図ることが
できること、創造都市の施策においても、創



造の出発点の根拠のひとつとして「歴史的都
市景観」が共通して用いられていること、行
政のリーダーシップが都市経営施策として
重要な役割を果たす時代において、「歴史的
都市景観」はリーダーによる合意形成のおお
きな手がガリとなり得ること、などを実証的
に示すことができた。 
これら各都市における「歴史的都市景観」

保全のための法規制の概要について、『季刊
まちづくり』第 41 号（平成 26 年 1月号）に
おいて大規模な特集を組んで発表した。 
 
（3） ③「歴史的都市景観」の日本の法制
度への導入方法に関する研究においては、 
特に景観法と歴史まちづくり法による景観
保全整備施策に次なる方向性を示すために、
これまで文化財行政の中で着実に実施され
てきた伝統的建造物群保存地区の施策を活
かしつつ、これと景観法的な施策の統合的な
運用の中に「歴史的都市景観」保全の方策の
可能性を見いだした。 
具体的には、文化庁による歴史文化基本構

想の中に「歴史的都市景観」の調査項目を独
立して設け、各自治体における歴史と文化の
長期的なマスタープランを立案する中で、
「歴史的都市景観」を明確に位置付けること
が必要であることが明らかとなった。 
次いで、特に戦略的に重要な歴史的遺産や

景観が残っている地区に関しては、事業法で
ある歴史まちづくり法のもとでの歴史的風
致維持向上計画を立案し、同計画のなかで重
点区域として位置づける際に、「歴史的都市
景観」の視点からも評価を加えることによっ
て、景観保全整備施策の一環として「歴史的
都市景観」を活用する方途が確定する。 
さらに、「歴史的都市景観」的な視点から

価値の高い景観に関しては、文化財としての
重要文化的景観や重要伝統的建造物群保存
地区として選定されることを目指すことに
よって、価値の永続的な保全を実現すること
ができる点を指摘している。 
 
（4） 以上の研究成果全体をとりまとめ、
平成 27 年 9月に『図説 都市空間の構想力』
（学芸出版社、東京大学都市デザイン研究室
編、183 頁）を上梓し、平成 29 年 2月に『都
市経営時代のアーバンデザイン』（学芸出版
社、西村幸夫編、222 頁）を公刊した。また、
「歴史的都市景観」のアプローチを含む都市
の読解法に関しては、『まちを読み解く』（仮
題、朝倉書店、西村幸夫・野澤康編）を今年
度中に刊行予定である。両書とも、本研究の
共同研究者が執筆を行っている。 
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